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研究成果の概要（和文）：都市農業・農地は、環境保全や防災、教育等の多面的機能を有することから、都市に
おいて極めて重要なものとなっている。このことを背景として、都市農業振興基本法が2015年4月に公布され
た。今後、同法に基づき地方公共団体が土地利用計画を策定することとなる。この計画が今後の都市農地を保全
していく上での鍵を握る。このため、地方公共団体が今後策定する土地利用計画のあるべき姿について検討を行
う上で必要な基礎資料を得ることを目的として、①都市における緑地構成要素としての農地の1970年以降の変
化、②1990年以降の都市農業の変化、③都市農業振興基本計画の策定状況、④市における農業振興施策の４点を
明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Agriculture and farmland in the city are extremely important. This is 
because agriculture and farmland have multiple functions such as environmental conservation and 
disaster prevention, the education. Backed by this, Basic Law for Urban Agriculture Promotion was 
promulgated in April, 2015. Based on this law, local governments will formulate Land Use Plans in 
the future. This Land Use Plan is the key to conserving urban farmland. Therefore, in this study, 
the objective was to obtain basic data which will be a reference when local governments formulate 
Land Use Plan in the future. In this study, I clarified the following things. (1) Changes of 
agricultural land as a constituent element of the green area in the city after 1970. (2) Changes in 
urban agriculture since 1990. (3) The development situation of Urban Agriculture Promotion Basic 
Plans. (4) Agricultural Promotion Measures in Municipal Administration.

研究分野： 地理学
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１．研究開始当初の背景 
 都市農業・農地は、環境保全や防災、教育
等の多面的機能を有することから、都市にお
いて極めて重要なものとなっている。このよ
うなことを背景として、「都市農業振興基本
法（平成 27 年法律第 14 号）」が、第 189 回
通常国会において議員立法により成立し、
2015 年 4 月 22 日に公布された。今後、同法
第 13 条に基づき地方公共団体が「土地利用
計画」を策定することとなるが、この計画が
今後の都市農地を保全していく上での鍵を
握るものと推察される。  
 
２．研究の目的 
 地方公共団体が今後策定する土地利用計
画のあるべき姿について検討を行う上で必
要な基礎資料を得ることを目的とする。この
ため、以下の 4点について、調査を行う。 
 
（１）東京都と愛知県、大阪府を研究対象地
域として都市における緑地構成要素として
の農地の 1970 年以降の変化を把握する。 
（２）愛知県および大阪府、京都府、兵庫県、
奈良県を研究対象地域として、1990 年以降の
都市農業の変化を把握する。 
（３）土地利用計画の策定に先立ち地方公共
団体は、同法第 10 条に基づき都市農業振興
基本計画を策定することになる。このため、
同法が施行される以前の都市農業振興施策
を把握するとともに、同法第 10 条に基づく
都市農業振興基本計画の内容を明らかにす
る。 
（４）東京都東村山市と清瀬市、東久留米市、
大阪府八尾市について、現地調査を行った上
で、市レベルでの都市農地の保全や都市農業
の振興のための取組を把握する。 
 
３．研究の方法 
 上記２の目的を達成するために、以下の方
法で研究を行った。 
 
（１）研究対象地域は、東京都の島しょ部を
除く全域、および愛知県全域、大阪府全域と
する。緑地としての調査項目は、公園と農地、
森林とする。また、これらの公園や農地、森
林については、都市の緑地を構成していると
いう意味で、本研究では緑地構成要素として
扱うこととする。公園の面積については、都
市公園法に基づくまたは準ずる公園の面積
とする。農地および森林の面積は世界農林業
センサスの経営耕地面積および林野面積と
する。この他に、人口については国勢調査に
よるものとする。統計収集年次は、1970 年、
1980 年、1990 年、2000 年、2010 年とする。
これは、1968 年に都市計画法が改正され、そ
の後 1972 年に都市公園等緊急整備法が施行
されるなど、それまでの緑地の減少に歯止め
をかけるための法整備が 1970 年代前半に進
んだからである。 
 

（２）研究対象地域は、愛知県全域および大
阪府全域、京都府の一部、兵庫県の一部、奈
良県の一部とする（東京都については科研費
の助成を受ける以前に調査済であった）各デ
ータについては、都市農業に関連する法令整
備の経過を鑑み、以下のとおり収集を行って
いる。経営耕地面積、農家数等については、
1990 年、2000 年、2010 年の世界農林業セン
サスのデータを使用している。市街化区域内
農地面積、生産緑地地区面積については、
1993 年、2003 年、2013 年の各府県のデータ
を用いている。これらの情報を図にすること
で、1990 年以降の各府県の都市における農業
の変化を把握する。 
 
（３）従前の都市農業振興施策の比較につい
ては、東京都と愛知県、大阪府を研究対象と
して、3 都府県で公表されている行政資料で
ある計画、指針、事業概要などを入手すると
ともに、関係する条例などについても把握を
行う。その上で、3 都府県の都市農業振興施
策の比較を行う。都市農業振興基本法に基づ
く都市農業振興基本計画については、生産緑
地法の特定市を持つ 12 都府県を対象に、聴
き取りにより、2017 年 3月時点での策定状況
を把握する。加えて、2017 年 3月までに計画
策定を行っている神奈川県と愛知県、兵庫県
を研究対象として、3 県で公表されている計
画を入手し、比較を行う。 
 
（４）研究対象地域は、東京都東村山市と清
瀬市、東久留米市、大阪府八尾市とする。各
市の現状を把握するため、現地調査を行う。
各市の農業に関する統計は、主に世界農林業
センサスからデータを、補足的に各市統計の
データを使用している。各市の農業に関する
計画および関連計画については市公表資料
を、農家の取組については関係行政機関など
の公表資料をそれぞれ使用し、分析を行う。 
 
４．研究成果 
上記３の方法で調査を行い、以下の成果が

得られた。 
 
（１）東京都と愛知県、大阪府の緑地構成要
素としての農地の変化 
三大都市圏の中心をなす東京都と愛知県、

大阪府の 3 都府県を研究対象地域として、
1970 年から 2010 年にかけての緑地構成要素
としての農地の変化を把握した。その結果、
公園は 3都府県ともに 1970 年から 2010 年に
至るまで増加してきている。これに対して農
地は 3都府県ともに 1970 年から 2010 年に至
るまで大幅に減少している。また、森林は 3
都府県ともに 1970 年から 2010 年までに減少
してきているが、その程度は農地と比較して
小さい。このように公園、農地、森林は、1970
年から 2010 年の 40年間にそれぞれ異なった
量的変化をしてきたが、その傾向は 3都府県
に共通している。農地を主要な構成要素とし



ている地域は少なくなってきており、都市農
地を保全する仕組みづくりが急務である。 
 
（２）愛知県および大阪府、京都府、兵庫県、
奈良県の 1990 年以降の都市農業の変化 
①愛知県 
1990 年以降、愛知県全域において農業経営

基盤である農地面積や農家戸数の減少が確
認されたが、特に名古屋市やその周辺市町で
顕著であった。その一方で、生産緑地面積や
専業農家数の減少については、一定程度の減
少で収まっていた。また、農業関連事業等へ
の取組は直売を除くとそれほど多くはない
という地域的特性が把握された。生産緑地の
指定について、積極的な市と消極的な市の二
極化がみられ、今後の土地利用計画を策定す
る上での課題となろう。 
 
②大阪府 
1990 年以降、大阪府では都市における農

業経営基盤の脆弱化が確認された。また、地
域によって、主要作目が異なることが確認さ
れ、農業関連事業等への取組は直売を除くと
それほど多くはないという地域的特性が把
握された。このような状況の中で、果樹や野
菜といった園芸を振興しつつ、田の減少を抑
えるための方策を講じることは急務と言え
よう。今後、大阪府においては、このような
地域的特性を踏まえた上で、都市農地を保全
するための土地利用計画を検討していくこ
とが課題であると考えられる。 
 
③京都府 
1990 年以降、京都府の都市においては農業

経営基盤の脆弱化が確認された。その一方で、
生産緑地面積や専業農家数の減少について
は、一定程度の減少で収まっていた。地域に
よって、主要作目が異なることが確認され、
農業関連事業等への取組は直売を除くとそ
れほど多くはないという地域的特性が把握
された。生産緑地の指定について、積極的な
市と消極的な市の二極化がみられ、今後の土
地利用計画を策定する上での課題となろう。 
 
④兵庫県 
1990 年以降、兵庫県の都市においては農業

経営基盤の脆弱化が確認された。その一方で、
生産緑地面積や専業農家数の減少について
は、一定程度の減少で収まっていた。地域に
よって、主要作目が異なることが確認され、
農業関連事業等への取組は直売を除くとそ
れほど多くはないという地域的特性が把握
された。生産緑地が比較的多く残る市がある
ことから、これらの保全をどのように図るか
が今後の土地利用計画を策定する上での課
題となろう。 
 
⑤奈良県 
1990 年以降、奈良県の都市においては農業

経営基盤の脆弱化が確認された。その一方で、

生産緑地面積や専業農家数の減少について
は、一定程度の減少で収まっていた。主要作
目は稲となっている地域が多く、農業関連事
業等への取組は直売を除くとそれほど多く
はないという地域的特性が把握された。生産
緑地の指定については、平成の大合併の際に
市施行した市では消極的な場合が多くみら
れ、今後の土地利用計画を策定する上での課
題となろう。 
 
（３）都市農業振興基本計画等の比較 
①従前の施策  
本研究の対象地域である東京都と愛知県、

大阪府の 3都府県は、それぞれの大都市圏の
中心をなすものであるが、いずれも農業振興
に係る計画を策定してきている。ただし、そ
れぞれの管内の自然的条件や社会的条件が
異なっていることから、自ずと異なった計画
となり、それに基づき施策が実施されてきた
ものと考えられる。また、条例については、
大阪府と愛知県では制定されているが、東京
都では制定されていない。 
今後策定される都市農業振興基本法第 10

条に基づく「都市農業振興基本計画」は、こ
れまでの計画を踏襲しつつ、新たな展開を促
すものとなることと考えられる。今後の動向
を注視するとともに、国民の都市農業に対す
る理解や参画を促すとともに、同法第 13 条
に基づく土地利用に関する計画がその効果
を発揮できるような計画としていく必要が
あると考える。 
 
②都市農業振興基本計画 
生産緑地法の特定市を持つ 12 都府県を対

象に、2017 年 3月時点での同法に基づく都市
農業振興基本計画の策定状況を把握したと
ころ、神奈川県と愛知県、兵庫県の 3県での
策定を把握した（同年 4月になってから、埼
玉県より3月末に策定したとの情報が寄せら
れた）。このことから、神奈川県と愛知県、
兵庫県の3県の都市農業振興基本計画の比較
を行った。まず、策定プロセスをみると、神
奈川県と兵庫県は審議会で、愛知県は検討会
を設置し、外部の意見を取り入れて計画を策
定している。計画の根拠は、いずれの県も都
市農業振興基本法第 10 条に基づく地方基本
計画として位置付けているが、基となる指針
や計画があり、それらを発展させたものと考
えられる。計画の対象範囲をみると、神奈川
県は県内全域を対象としている。愛知県は都
市農業振興基本法第 2 条の範囲としている。
兵庫県は全県を対象としてはいないが、従来
対象としていた地域よりも広範囲な地域を
対象として明示している。いずれもが、生産
緑地法の特定市だけでなく、より広域な範囲
を計画の対象と位置付けているといえる。施
策体系は、優先順位は若干異なるものの、都
市農業の継続、都市における農のある暮らし、
良好な都市環境の形成への寄与に着目した
ものとなっている。 



今後、他の都府県においても地方基本計画
の策定が見込まれる。また、本研究の対象地
域である 3県では、都市農業振興基本法第 13
条に基づく土地利用計画の策定が今後見込
まれる。これらの動向を引き続き注視してい
く必要がある。 
 
（４）市における都市農業振興の取組 
①東京都東村山市 
東京都東村山市を研究対象地域として、都

市地域における花壇苗生産農家の存続戦略
を考察した。その結果、以下のことが明らか
になった。1)日本の花壇苗生産はガーデニン
グブームに伴い 1990 年頃から急速に増加し
てきた。これに伴い、従来花壇苗生産は都市
地域が中心であったが、都市近郊やそれより
も遠方でも栽培面積が増加してきた。2)東京
都では、古くから花き園芸が盛んに行われて
きていたことから、都内各地で伝統的な産地
が現在に至るまで残っている。その多くは、
切り花栽培からスタートした地域や鉢物栽
培からスタートしたものである。このため、
花壇苗生産への対応状況は、地域により異な
ってきており、東村山市は最も花壇苗生産の
作付面積を拡大してきた地域となっている。
3)東村山市の花き栽培農家は 1942～43 年頃
から始められているが、1980 年頃は鉢物栽培
が主であった。しかし、1991 年には花壇苗栽
培の作付面積は鉢物栽培面積と同程度とな
っており、その後、鉢物栽培面積も増加する
ものの、それを上回る栽培面積の増加が花壇
苗生産にみられる。また、花壇苗生産の技術
水準は高く、高品質の花壇苗が生産・供給さ
れていることから、市場での評価も高くなっ
てきている。4)東京都内において東村山市の
花壇苗生産が量的に、また質的に優れている
要因としては、二つのことが考えられる。ひ
とつは、花壇苗生産農家の経営規模が市内農
家の中で比較的大きく、雇用を入れ、一年を
通じた生産・供給体制を構築していることで
ある。もうひとつは、花壇苗生産農家は東村
山市花き研究会を設立し、技術的な研鑽や市
場での活動、行政への働きかけなどを行って
きている。これら個別経営体の営農活動と花
き研究会の組織活動の成果が現れてきてい
るものと考えられる。5)東京都東村山市とい
う都市地域における花壇苗生産の組織的展
開は、戦略的に取り組むことで、都市化に伴
う営農環境の悪化に抗しながら、都市地域と
いう花壇苗消費地の中での営農というメリ
ットを最大限に活かすことで、産地としての
発展を可能にしてきているものと考えられ
る。このことは、他の都市地域における農業
を継続していく上で何を主要な作目として
選択するかを考える上で示唆を与えるもの
であろう。 
 
②東京都清瀬市・東久留米市 
都市農業振興基本法に基づく土地利用計

画の策定が見込まれることから、市場出荷型

露地野菜産地である東京都清瀬市および東
久留米市を研究対象地域として、1992 年の改
正生産緑地法施行以前の 1990 年から 2015 年
までの農業の変化をみた。その結果、両市と
もに農家戸数や経営耕地面積が減少してき
ていたが、専業農家戸数は増加し、その割合
は大きくなっていた。一位品目別農家戸数を
みると、両市とも 1990 年以降一貫して露地
野菜が最も多い。野菜の品目別の作付面積を
みると、清瀬市は市場出荷品目のニンジンと
ホウレンソウが引き続き多い傾向を維持し
ている。一方、東久留米市は市場出荷品目の
ホウレンソウは一定程度維持されているが、
ダイコンは大幅な減少をしていた。このよう
なことを背景に、両市の行政計画は、都市農
業の振興を図る目標は同じであるが、実施す
る施策には微妙な差異が生じてきている。 
 
③大阪府八尾市 
大阪府における農業関連事業を行ってい

る農家の状況を市町村別にみると、樹園地が
多く、売り上げ１位品目が果樹である農家が
多い羽曳野市や柏原市のある南河内や中河
内に観光農園が多くみられる。しかし、貸農
園・体験農園等は多くない。このように、大
阪府における農業関連事業の大半が直売で、
その他の取組があまり活発にはみえないの
は、農地の多くが水田であり、貸農園・体験
農園等は展開することが難しいことに起因
するものと推測される。これまで、六次産業
化については、農産物の加工、貸農園・体験
農園等、観光農園、農家レストランといった
ものでみられてきた。関西ではバルと呼ばれ
る街を飲み歩く回遊型イベントが各地で盛
んに行われている。野菜の生産が盛んな大阪
府八尾市で行われているバルイベントでは、
参加する飲食店の全てが地域特産物である
「エダマメ」や「若ゴボウ」を食材として使
う取組をしている。バルイベントは中心市街
地活性化や商店街振興をねらいとして取り
組まれている地域が多いが、大阪府八尾市の
ような都市農業の盛んな地域では、農商連携
の新しい形として捉えられ、今後、このよう
な取組が増加することで、都市農業がもっと
身近なものとして市民に理解されていくこ
と、都市農業が地域振興の一翼を担っていく
ことが重要である。 
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